
（地域本部）（中山間地域対策課） 
・住民説明会や勉強会の企画、準備 
・地域資源の発掘や課題整理 
・先進地事例の紹介や視察 
・各ロールモデルの紹介 
・話し合いを深めるため、具体的な検討 
 を進めていくグループを形成 

・集活センター検討会の立ち上げ準備 
  メンバーの選定や募集 
  協議事項の整理等 
 
 

集落活動センターにおける林業分野の展開手順（特用林産物・上本川モデル） 

掘り起し 構想づくり 事業実施 

●地域等へ働きかけ ●地域住民の意向を把握  ●集活センターの構想(案）づくりへの支援 ●事業準備・実施への支援 

集活の周知 

◇生産技術の習得 
・指導を受けながら生産を体験 
・試験栽培や試作品の生産 
◇事業計画の作成 
・生産拠点や生産量、運営体制、 
 販売先を整理 
 
 

◇生産施設の整備 
 ・殺菌装置などの整備 
◇原材料の確保 
 

◇生産・販売 ◇地域資源のリストアップ 
・住民からの聞き取りや専門家による栽 
 培適地のアドバイスによる整理 
◇活動イメージづくり 
・先進地の事例紹介やビジネスに向け 
 た勉強会を開催 
◇事業計画素案の策定 
・活動イメージを反映した計画を策定 

特用林産推進チーム 

中山間対策本部 

（中山間地域対策課）  

★特用林産推進チームの設立 

平成２８年度第１回中山間対策本部会で設置予定 
 ＜メンバー＞ 
 ・林業事務所や農業振興センターの職員等 
 ・商品取扱業者、生産者をアドバイザーとして活用 

（中山間地域対策課） 
（地域本部） 
・県広報誌やテレビ等によ 
 る幅広いＰＲ 
・集活センターパンフレット 
 の配布 
・集活センターネットワーク 
 での事例発表 
・市町村への説明 
・区長会や地区懇談会等 
 での周知 
・地域活動グループなど 
 への説明 
・地域の関係団体への説 
 明 
・市町村別支援チームと 
 の連携 
 
 

県内全域 

候補地区 
   事業展開候補地区 

（活動内容） 
①各地域での特用林産に関する生産情報の収集（林業事務所等） 
②特用林産推進チームへ集約（林業事務所等） 
③各地域本部へ提供（特用林産推進チーム） 
④活用できる地域資源の発掘・整理し、候補地の絞り込み（地域本部） 
⑤集活センターが行う事業計画作成のサポート（特用林産推進チーム） 

林業事務所等 
① 

地域本部 
④ 

特用林産推進チーム 

② 

③ 

集活センター 
⑤ 

（特用林産推進チームの役割） 

地
域
の
絞
り
込
み 

※赤枠内は共通 

 ＜設立背景＞ 
 ・特用林産物は、生産から流通で関係部局が異なるなど、 
  支援体制が分かりにくい 
 ・現場で指導できる職員が少なくなっている 
 ・集活センターでの収益機会を得るために全庁的 
  に取り組むことが重要 

・特用林産に関する知識の共有 
・上本川地区への視察 
・活用できる地域資源の発掘、整 
 理を行い、候補地の絞り込み 
 

提案 

・地域の意向把握 
・住民説明会などの開催 
 
 
 

地
域
本
部 

特
用
林
産
推
進
チ
ー
ム 

関係機関の連携・情報共有 掘り起し 

・各地域での特用林産に関する 
 生産情報の収集 
・特用林産推進チームへ集約 
・集約した情報を地域本部へ提供 
 

本
格
的
な
検
討 

・勉強会の開催、計画作成の補助 

構想づくり 

                    （特用林産サポートチーム）事業計画作成のサポートから支援 

（地域本部）（林業事務所） 
・産振補助金や地域林業総合支援 
 事業等での施設整備の支援 

   連携 

・住民説明会への参加、アドバイ 
 ス 
 
 
 

・事業計画作成のサポート 

   連携 

・特用林産推進チームと連携した 
 サポート 

事業実施 

・生産や販売に関する支援 

   連携 
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集落活動センターにおける林業分野の展開手順（集落営林） 

掘り起し 構想づくり 事業計画作成 事業実施 

●地域等へ働きかけ ●地域住民の意向を把握  ●集活センターの構想(案）づくりへの支援 ●事業準備・実施への支援 

集活の周知 

◇賛同者の募集 
・地域の森林資源を活用して、小規 
 模林業を推進するため、集活セン 
 ターに「林業部会」を立ち上げるこ 
 とを提案 
・集活センターの区域内の森林所 
 有者や協力者等に賛同を呼び掛 
 け 

部サポートチームは、副部長をキャップに、森づくり
推進課を中心として、林業事務所や地域本部と連携
して事業化に向けて重点的に取り組む 
 
①部の所属長会や振興担当者会議等での取組方 
  針の周知・徹底【４、５月】 
②掘り起しの進行管理【随時】 
 

◇事業の開始 
 ・森林所有者自らが事業を実施する場合は、スキル 
  アップや支援制度を紹介 
 ・外部に委託する場合は、委託先との契約を実施 
 
 
 
 
 
 
 

◇事業計画の作成 
 ・賛同者を集めて「林業部会」を設 
  立 
 ・賛同者の森林状況を調査するな 
  どして、森林データを整理 
 ・作業道の計画や施業を誰が行う 
  かなど、事業実施に向けた具体 
  的な計画をつくる 

 
・森林組合や素材生 
 産業者等と施業の 
 委託契約を結ぶ 

 
・林業学校や小規模 
 林業推進協議会で 
 スキルアップを図る 

自らが実施 外部に委託 

森林組合・素材生産業者等 

契約 

収益の一部を集活センターに 

１ 部サポートチームによる重点検討市町村への働きかけ        
  ★重点検討市町村：本山町、土佐町、佐川町、津野町、四万十市、宿毛市等 
   （林地集約化・副業林家育成研修の補助事業を実施予定の市町村） 
 ①市町村ヒアリングの実施【５月まで】                                      
   ・市町村の取組方針の確認、集活センターとのマッチングについて協議 
 ②事業の実施状況等の確認【事業の進捗状況に合わせて随時】                                                                                   
 ③新たな課題に向けた検討【１０月頃までに】 

  林業部会 

地域本部 

部サポー
トチーム 

市町村（集落担当） 
     （林業担当） 

協議 

２ 小規模林業推進協議会と連携したアプローチ              
  ＜全体の取組＞ 
 ①協議会の総会で中山間対策の活動方針を説明【６月】 
 ②会員の実態調査の実施・分析【６～８月】 
  ・森づくり推進課が、アンケート調査により、活動実態やニーズ等を把握 
      ⇒集活センターとの関わりが期待できる人材を抽出 
 ＜ブロック別の取組＞ 
 ③集活センター関係者との情報共有【４月以降随時】 
  ・地域本部主催の地元説明会等で、林業事務所が小規模林業に関する 
      支援制度などを説明（説明資料の作成は本課がサポート） 
 ④集活センターの周知【４月以降随時】 
  ・推進協議会の各地域支部において、地域本部に参加を要請し、集活セ 
       ンターの取組等を説明（林業事務所が窓口） 

１ 林業学校（短期課程）における小規模林業 
  向けの研修の実施 
 ・香美市【４～６月】、四万十市【７月～１月】、 
  嶺北【１月～２月】の３箇所で実施予定        
 
２ 林業体験ツアーの実施 
 ・本県への移住に関心のある人等を対象に、  
  県内の小規模林業の実践作業現場等を実 
  体験する林業版モニターツアーを開催【１０ 
  月、２月頃を予定】 

小規模林業推進の取組と 
集活センターの取組のマッチング 

賛同者の募集 

本
格
的
な
検
討 

※【 】の時期は、平成２８年度の計画 

幅広い周知（一般的周知） 

推進サポート体制の確立 

掘り起し 

キーマンの発掘 

（集落長、役場ＯＢ、
地域おこし協力隊等） 

林業部会 交流部会 地域サポー
ト部会 

集活センター 

林
業
振
興
・環
境
部
で
の
取
組 

＜目指す姿＞ 
①中山間地域において、小規模林業の推進に携わる人の拡充 
②集活センターを核として、地域で小規模林業が活発に展開されている状況 
③集活センターの収益事業として、事業活動が展開 
 
 
 

支援 
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（地域本部）（中山間地域対策課） 
・住民説明会や勉強会の企画、準備 
・地域資源の発掘や課題整理 
・先進地事例の紹介や視察 
・各ロールモデルの紹介 
・話し合いを深めるため、具体的な検 
 討を進めていくグループを形成 

・集活センター検討会の立ち上げ準 
 備メンバーの選定や募集 
 協議事項の整理等 
 
 

（中山間地域対策課） 
（地域本部） 
・県広報誌やテレビ等によ 
 る幅広いＰＲ 
・集活センターパンフレット 
 の配布 
・集活センターネットワーク 
 での事例発表 
・市町村への説明 
・区長会や地区懇談会等 
 での周知 
・地域活動グループなど 
 への説明 
・地域の関係団体への説 
 明 
・市町村別支援チームと 
 の連携 
 
 

集落活動センターにおける林業分野の展開手順（コンテナ苗・西峯モデル） 

掘り起し 構想づくり 事業実施 

●地域等へ働きかけ ●地域住民の意向を把握  ●集活センターの構想(案）づくりへの支援 ●事業準備・実施への支援 

◇試験栽培の実施 
 ・試験栽培用のハウス設置 
◇事業計画の作成 

◇関係機関との連携 
 ・林業種苗生産事業者講習会の受講、生産者登録 
 ・種苗緑化協同組合との連携 

◇苗木生産施設の整備 
 ・種苗緑化組合との連携 
 ・育苗ハウスや散水装置の 
  整備 

◇苗木の生産・出荷 
 ・歩留り向上への取組 
 

◇需給調整への対応 
 ・需要量に応じた生産 
 

◇ノウハウの蓄積とイメージづくり 
 ・勉強会を開催して、播種や移植、管理 
  など栽培ノウハウの蓄積 
 ・苗木生産地や造林地の視察 
 ・事業計画素案の作成 

・勉強会の開催 
・視察先への連絡・同行 
・事業計画素案の作成をサポート 

集活の周知 

県内全域 

候補地区 

（木材増産推進課、林業事務所） 
・森林組合等のヒアリングによる管内の皆伐 
 情報や苗木需要の把握【６月頃まで】 
・需給調整会議への参加【11～12月頃】 
・民間企業との調整【随時】 
 
  
 
  

   事業展開候補地区 

（森林技術センター、林業事務所） 
・勉強会へ講師を派遣し、栽培技術を支援 
・視察先の紹介 
 
 

・支援制度の情報収集 
・施設整備に向けてのサポート 

（木材増産推進課、林業事務所 ） 
・林業事務所が集活センター関係者への説明会  
 へ出席し、苗木の需給動向や生産に必要な条 
 件（土地、労働力の確保）を説明 
 【地域本部の設定に合わせて随時実施】 
 
 

（木材増産推進課、林業事務所、森林技術センター） 
・苗木の需給に関する関係団体との協議・調整 
・林業種苗生産事業者講習会の案内、受付 
・育苗施設整備への支援 
・栽培への技術的なフォロー 

 

・苗木の現状やコンテナ苗に関する知識の共有 
・西峯地区への視察 
 

情報共有・協議 

・地域の意向把握 
・住民説明会などの開催 
 

   連携 

地
域
本
部 

林
業
振
興
・環
境
部 

事業の実施 

   連携 

※赤枠内は共通 

関係機関の連携・情報共有 絞り込み・掘り起し 構想づくり 

   連携 

地
域
の
絞
り
込
み 

本
格
的
な
検
討 

（林業事務所） 
・講習会の案内、受付 

（地域本部） 
・関係機関との調整 

（森技セ）（地域本部） 
・栽培への技術的な 
 フォロー 

（地域本部） 
・支援制度の情報収集 
・事業計画で必要となる施設 
 の見積請求などをサポート 

（県）（市町村） 
・育苗施設整備への支援 
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